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コ
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‥
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

１
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
災
要
員
）

（
防
災
要
員
）

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
次

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
防
災

の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
防
災

資
機
材
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

資
機
材
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま

と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備

に
よ
り
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備

え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
各
一
台
、
各
一
基
又
は
各
一

え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
各
一
台
、
各
一
基
又
は
各
一

隻
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
を
、
第
十
四

隻
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
を
、
第
十
三

号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所

（
新
設
）

放
水
車

五
人

十
一

第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲

一
人

十

第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲

一
人

十
二
～
十
四

（
略
）

十
一
～
十
三

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
第

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
第

九
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
乙
種
普

九
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
乙
種
普

通
化
学
消
防
車
、
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又

通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

の
台
数
の
合
計
が
二
台
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

の
台
数
の
合
計
が
二
台
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

指
揮
者
で
あ
る
防
災
要
員
（
以
下
「
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
か
な

指
揮
者
で
あ
る
防
災
要
員
（
以
下
「
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛

６

特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛

防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
で
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
で
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活

動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で

動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災

定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
特
定
事

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
特
定
事

業
者
が
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
人
数
は
、
同
項
の
規

業
者
が
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
人
数
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
と
す
る
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
と
す
る
。

（
泡
消
火
薬
剤
）

（
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
四
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

第
十
四
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

八
条
第
一
項
、
第
九
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、

八
条
第
一
項
、
第
九
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、

こ
れ
ら
の
規
定
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

こ
れ
ら
の
規
定
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

付
け
る
べ
き
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場

付
け
る
べ
き
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と

合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と

み
な
し
た
と
き
に
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の

み
な
し
た
と
き
に
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化

学
消
防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型

学
消
防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大

化
学
高
所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大

型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水

型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
同
項

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
同
項

に
規
定
す
る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

に
規
定
す
る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の

の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
泡
消
火
薬
剤
を
備
え

規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
泡
消
火
薬
剤
を
備
え

付
け
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
け
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
台
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
台
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学

防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化

高
所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化

学
高
所
放
水
車
が
放
水
す
る
泡
水
溶
液
の
量
は
、
大
型
化
学
消
防
車
に
あ
つ
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学
高
所
放
水
車
が
放
水
す
る
泡
水
溶
液
の
量
は
、
大
型
化
学
消
防
車
に
あ
つ

て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二

て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二

千
百
リ
ッ
ト
ル
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル

千
百
リ
ッ
ト
ル
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル

、
同
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ

、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規

ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
三

千
百
リ
ッ
ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

第
十
五
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

第
十
五
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
の
規

八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
の
規

定
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型

定
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型

化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

付
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防

付
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防

車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
乙
種
普
通

車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
乙
種
普
通

化
学
消
防
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高

化
学
消
防
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高

所
放
水
車
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高

所
放
水
車
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
総
務
省

所
放
水
車
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
総
務
省

令
で
定
め
る
数
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
、
可
搬
式
泡
放
水
砲

令
で
定
め
る
数
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
、
可
搬
式
泡
放
水
砲

、
耐
熱
服
又
は
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
酸
素
呼
吸
器
（
以
下
「
可
搬
式
放
水

、
耐
熱
服
又
は
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
酸
素
呼
吸
器
（
以
下
「
可
搬
式
放
水

銃
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

銃
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
替
措
置
等
）

（
代
替
措
置
等
）

第
十
六
条

特
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
特

第
十
六
条

特
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
特

定
事
業
所
に
、
防
災
上
有
効
な
施
設
又
は
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
条
か
ら
第

定
事
業
所
に
、
防
災
上
有
効
な
施
設
又
は
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
条
か
ら
第

十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災

十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災

資
機
材
等
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
防
災
資
機
材
等
に

資
機
材
等
（
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え

代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
を
設
置

て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
を
設
置
し
た

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
に
つ
き
市
町
村
長
（
特

場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
に
つ
き
市
町
村
長
（
特
別
区

別
区
並
び
に
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
都

並
び
に
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
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道
府
県
知
事
）
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

県
知
事
）
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

よ
り
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
特
定
事
業
所
に

、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け

自
衛
防
災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
ず
、

ず
、
又
は
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

（
新
設
）

る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放

水
車
（
大
型
化
学
消
防
車
で
、
高
所
か
ら
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を

有
し
、
か
つ
、
総
務
省
令
で
定
め
る
容
量
以
上
の
泡
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
を
備

え
付
け
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
に
は
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
一
台
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型

高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）

、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
各
一
台
を
、
当
該
自

衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

４

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

３

特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
台
以
上

る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
台
以
上

の
大
型
高
所
放
水
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合

の
大
型
高
所
放
水
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
高
所
放
水
車
（
前
二
項
の
規
定
に

に
お
い
て
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
高
所
放
水
車
（
前
項
の
規
定
に
よ

よ
り
こ
れ
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
及
び
消
火
薬

り
こ
れ
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
含
む
。
以
下

剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

こ
の
項
に
お
い
て
「
大
型
高
所
放
水
車
等
」
と
い
う
。
）
及
び
普
通
泡
放
水

大
型
高
所
放
水
車
等
」
と
い
う
。
）
及
び
普
通
泡
放
水
砲
（
毎
分
四
千
リ
ッ

砲
（
毎
分
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
泡
放
水
砲
で
総
務
省

ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
（
当

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
（
当
該
自
衛
防
災
組
織
に

該
自
衛
防
災
組
織
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
を

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
大
型
高

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
大
型
高
所
放
水
車
等
及
び
同

所
放
水
車
等
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲

項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
以
外
の
普
通
泡
放
水

以
外
の
普
通
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
）
は
、
第
八
条
第
一
項
の

砲
を
備
え
付
け
て
い
る
と
き
）
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
普
通
泡
放
水
砲
（
第
十
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て
は
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
普
通
泡
放
水
砲
（
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
を
除
く
。

に
よ
り
備
え
付
け
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
基
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

て
同
じ
。
）
一
基
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き

り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
高
所
放
水
車
の
う
ち
一
台
を
、
当
該
自
衛
防
災
組

大
型
高
所
放
水
車
の
う
ち
一
台
を
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
て
い

織
に
備
え
付
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、

る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
者
は
、
普
通
泡
放
水
砲
一
基

普
通
泡
放
水
砲
一
基
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を
、
当
該
自
衛
防

に
つ
き
次
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け

災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

（
略
）

４

（
略
）

（
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

（
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

第
二
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る

第
二
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る

防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り

防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る

三

次
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る

こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
総
務

こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け

て
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

て
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

イ

第
一
号
イ
又
は
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
第
五

イ

第
一
号
イ
又
は
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
第
五

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
従
つ

定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
（
送
泡
設

て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
（
送
泡
設
備
付
き
タ

備
付
き
タ
ン
ク
の
あ
る
構
成
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
事

ン
ク
の
あ
る
構
成
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
事
業
所
に
当

業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に

該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に
こ
れ
ら
の

こ
れ
ら
の
規
定
に
従
つ
て
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防

規
定
に
従
つ
て
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種

車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤

普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十

タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し

分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の

て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬

泡
消
火
薬
剤

剤
ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）
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ニ

第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

ニ

第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
前
二
号
の
規
定
及
び
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二

は
、
前
二
号
の
規
定
及
び
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付

け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
（
第
一
号
ロ
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
（
第
一
号
ロ
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
に
限
る
。

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
に
限
る
。

）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し

）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し

く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
大
型
化

く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
、
大
型
化

学
高
所
放
水
車
、
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は

学
高
所
放
水
車
又
は
普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る

普
通
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
可
搬
式
放
水
銃
等

数
の
可
搬
式
放
水
銃
等

四

次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

イ

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
及
び
次
号
に
お
い
て

イ

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
及
び
次
号
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
従
つ
て
当
該

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材

第
七
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
各
一
台

等
各
一
台
又
は
各
一
基
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災

又
は
各
一
基
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
（
当

要
員
（
当
該
共
同
防
災
組
織
に
係
る
全
て
の
構
成
事
業
所
が
総
務
省
令

該
共
同
防
災
組
織
に
係
る
す
べ
て
の
構
成
事
業
所
が
総
務
省
令
で
定
め

で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
（
同
項

る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
（
同
項
第
三
号

第
三
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
防
災
要

及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
防
災
要
員
の
行
う

員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機

防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で

械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
総
務
省
令
で
定

て
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数

め
る
人
数
の
防
災
要
員
）

の
防
災
要
員
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
第
二
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
二

二
項
の
規
定
は
第
二
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
は
第
三
号
イ
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

項
の
規
定
は
第
三
号
イ
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等

を
備
え
付
け
る
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

を
備
え
付
け
る
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組

て
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
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織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防

織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防

災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所

災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所

の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち
最
も

の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち
最
も

大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り

大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
中
「
特
定
事
業

「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に

す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
全

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
総
務

て
が
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
」
と
、
「

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
」
と
、
「
第
八
条
か

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「

」
と
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、

て
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
の

「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
の
規
定
に
従

規
定
に
従
つ
て
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
の
事

つ
て
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務

業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条

織
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
全

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
総
務

て
が
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
第
二
十
条

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
第
二
十
条
第
一
項
第

第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規

一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
に
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
従
つ
て
」

」
と
あ
る
の
は
「
に
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
同

と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」

項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
、

と
、
「
、
第
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
第
一
号
イ
」
と
、
「

第
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
第
一
号
イ
」
と
、
「
（
第
十
三

（
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
項
第
二
号
の

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
項
第
二
号
の
規
定
に
従

規
定
に
従
つ
て
」
と
、
「
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ

つ
て
」
と
、
「
に
つ
き
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
に
つ
き
同
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
同
条
第
五
項

に
つ
き
同
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
八

中
「
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第

条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と

一
号
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に

、
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
従
つ
て
」

従
つ
て
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号

と
、
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
の
規
定

ロ
の
規
定
に
従
つ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
従
つ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材

（
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
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等
及
び
防
災
要
員
）

等
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
一
条

構
成
事
業
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の

第
二
十
一
条

構
成
事
業
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の

共
同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て

共
同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て

い
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
が
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ

い
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
が
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ

り
そ
の
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機

り
そ
の
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機

材
等
及
び
置
く
べ
き
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

材
等
及
び
置
く
べ
き
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ず
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め

一

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め

る
台
数
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
、
ヘ
に
掲
げ
る
場
合
に
は
ヘ
に
定
め

る
台
数
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
、
ヘ
に
掲
げ
る
場
合
に
は
ヘ
に
定
め

る
台
数
の
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
台
数
の
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
構
成

イ

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
構
成

事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
に
は
当
該
送
泡
設
備
付

事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
に
は
当
該
送
泡
設
備
付

き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合

き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合

に
、
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
、
第

に
、
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
、
第

九
条
及
び
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化

九
条
及
び
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化

学
消
防
車
若
し
く
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
又
は
こ
れ
ら
を
合

学
消
防
車
若
し
く
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
又
は
こ
れ
ら
を
合

計
し
た
台
数
（
ロ
に
お
い
て
「
化
学
消
防
車
の
台
数
」
と
い
う
。
）
が

計
し
た
台
数
（
ロ
に
お
い
て
「
化
学
消
防
車
の
台
数
」
と
い
う
。
）
が

二
台
又
は
三
台
で
あ
る
と
き
。

一
台

二
台
又
は
三
台
で
あ
る
と
き
。

一
台

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
及
び
前
号
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い

第
二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
及
び
前
号
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い

て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て

て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま

で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
」
と
、
「
防
災
資
機
材
等
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

及
び
第
二
号
」
と
、
「
防
災
資
機
材
等
（
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

り
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含

を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
資
機
材
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
資
機
材
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

す
る
。

。

２

（
略
）

２

（
略
）
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